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告 示

高知県告示第736号

次のとおり県統計調査を行うので、高知県統計調査条例（平成

21年高知県条例第 7号）第 3条の規定により告示する。

令和 2年 8月28日

高知県知事　濵田　省司

1　調査の名称

手すき和紙機械すき和紙生産者調査

2　調査の目的

県内における手すき和紙及び機械すき和紙の生産量、和紙原

料の使用状況等を把握し、土佐和紙の振興を図るための基礎資

料とするため。

3　調査対象の範囲

( 1 )　地域

県内全域

( 2 )　単位

ア　手すき紙生産実態調査票

事業所

イ　機械すき紙生産実態調査票

社

( 3 )　属性

ア　手すき紙生産実態調査票

日本標準産業分類に定める「大分類Ｅ－製造業」の「中

分類11－繊維工業」の「細分類1424　手すき和紙製造業」

に属する事業所

イ　機械すき紙生産実態調査票

日本標準産業分類に定める「大分類Ｅ－製造業」の「中

分類11－繊維工業」の「細分類1423　機械すき和紙製造

業」に属する企業のうち、懸垂式短網抄紙機を使用する企

業

4　報告を求める事項及びその基準となる期間

( 1 )　報告を求める事項

ア　手すき紙生産実態調査票

(ア)　工場名、所在地、代表者氏名及び電話番号

(イ)　生産実績及び出荷実績

(ウ)　従業者の状況

(エ)　原料の状況

(オ)　原料の在庫量

イ　機械すき紙生産実態調査票

(ア)　企業名、工場名、所在地、代表者職・氏名、電話番

号等

(イ)　生産実績及び出荷実績

(ウ)　原材料の状況

(エ)　原材料の購入希望量

( 2 )　その基準となる期間

報告を求める年の前年の 1月から12月までの 1年間

5　報告を求める者

( 1 )　数

ア　手すき紙生産実態調査票

約20事業所

イ　機械すき紙生産実態調査票

約10社

( 2 )　選定方法

県が作成したリストによる全数

6　報告を求めるために用いる方法

( 1 )　調査組織

県が報告者に直接報告を求める。

( 2 )　調査方法

職員による聞き取り調査

7　報告を求める期間

( 1 )　調査の周期

1年

( 2 )　調査の実施期間

毎年 4月上旬から 5月下旬まで（令和 2年にあっては、令

和 2年 9月上旬から同年10月下旬まで）

高知県告示第737号

農林水産大臣から、次の森林を保安林に指定する予定である旨

の通知があったので、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の

規定により告示する。

令和 2年 8月28日

高知県知事　濵田　省司

1　保安林予定森林の所在場所

吾川郡いの町上八川上分字ナロダ1348

2　指定の目的

土砂の流出の防備

3　指定施業要件

( 1 )　立木の伐採の方法

ア　次の森林については、主伐は、択伐による。

　　字ナロダ1348（次の図に示す部分に限る。）

イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めな

い。

ウ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐

期齢以上のものとする。

エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

( 2 )　立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関

係書類を高知県林業振興・環境部治山林道課及びいの町役場に備

え置いて縦覧に供する。）

高知県告示第738号

漁業災害補償法（昭和39年法律第158号）第108条第 5項におい

て準用する同法第105条の 2 第 3 項の規定による届出を審査した

結果、次の区域及び区分について同届出に係る同意が同法第108

条第 2項に規定する要件に適合すると認めた。

令和 2年 8月28日

高知県知事　濵田　省司

区域及び区分

1　高知県漁業協同組合の地区のうち旧佐賀町漁業協同組合の地

　区

小型かつお漁業及び大型定置漁業

2　すくも湾漁業協同組合の地区のうち旧沖ノ島漁業協同組合及

び旧鵜来島漁業協同組合の地区を除く区域

大型定置漁業であって幡多郡大月町古満目の区域の者が行う

漁業

落 札 公 告

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

政令（平成 7 年政令第372号。以下「政令」という。）第12条及

び高知県特定調達契約事務取扱規則（平成 7 年高知県規則第125

号）第 8 条の規定により、次のとおり落札者等について公告す

る。

令和 2年 8月28日

高知県教育長　伊藤　博明

1　落札に係る特定役務の名称及び数量

県立学校情報通信ネットワーク環境施設整備委託業務　一式
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2　契約に関する事務を担当する部署の名称及び所在地

高知県教育委員会事務局教育政策課　高知市丸ノ内一丁目 7

番52号

3　落札者を決定した日

令和 2年 6月25日

4 　落札者の氏名及び住所

日立国際・ＫＣＣ・四国日立システムズ共同企業体　高知市

駅前町 5番 5号

5　落札金額

346,500,000円

6　契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

7　政令第 6条の公告をした日

令和 2年 5月15日
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